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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬ表示パネル１０の製造において、製造
効率の低下を抑制し、不良品の発生を抑制する。
【解決手段】塗布基板２００における間隔をあけて並設
された複数の隔壁１５間の塗布予定領域１５ａにインク
の液滴２２２を複数のノズル１２５から吐出して、複数
条の機能性材料層を形成する方法であって、塗布基板２
００は、機能性材料層を機能させる有効部２１１のほか
に、隔壁１５間に塗布予定領域１５ａを有する検査部２
１２を有し、検査部２１２に対してインクの液滴２２２
の吐出を行うインク吐出工程と、検査部２１２に吐出さ
れたインクの塗布状態を検査する検査工程であって、隣
り合う２つの塗布予定領域１５ａに塗布されたインクの
混合が発生していることを検査する検査工程と、を有し
、各塗布基板２００は、検査部２１２が有効部２１１よ
りもインクの混合が生じやすいパターンである。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　塗布基板における行方向に互いに間隔をあけて並設された列方向に複数の隔壁間の塗布
予定領域に対し、機能性材料が溶媒に溶解されたインクの液滴を複数のノズルから吐出し
て、複数条の機能性材料層を形成する方法であって、
　前記塗布基板は、機能性材料層を機能させる有効部のほかに、当該有効部と同様に複数
の隔壁及びその隔壁間に塗布予定領域を有する検査部を有し、
　前記検査部に対して前記インクの液滴の吐出を行うインク吐出工程と、
　前記検査部に吐出されたインクの塗布状態を検査する検査工程であって、隣り合う２つ
の前記塗布予定領域に塗布された前記インクの混合が発生していることを検査する検査工
程と、を有し、
　各塗布基板は、前記検査部が前記有効部よりも前記インクの混合が生じやすいパターン
である
　ことを特徴とする機能性材料層形成方法。
【請求項２】
　複数の前記隔壁間の行方向におけるピッチは、前記有効部よりも、前記検査部の方が狭
いことを特徴とする
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項３】
　前記塗布予定領域の行方向の幅が、前記有効部よりも前記検査部の方が狭い
　請求項２に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項４】
　前記隔壁の行方向の幅が、前記有効部よりも前記検査部の方が狭い
　請求項２又は３に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項５】
　前記検査部は、前記有効部に行方向に隣接して配置されている
　請求項１から４の何れか１項に記載の機能性材料層形成方法。
【請求項６】
　前記検査部は、複数の前記塗布予定領域を有する検査部分を複数有し、
　複数の前記検査部分は、行方向に配列されている
　請求項１から５の何れか１項に記載の機能性材料層形成方法。
【請求項７】
　前記機能性材料は、複数種類であり、
　前記インクを、複数の前記検査部分に種類ごとに塗布する
　請求項６に記載の機能性材料層形成方法。
【請求項８】
　前記インクの混合の発生しやすさが複数の前記検査部分ごとに異なるように前記複数の
隔壁及びその隔壁間に塗布予定領域のパターンが形成されていることを特徴とする
　請求項６又は７に記載の機能性材料層形成方法。
【請求項９】
　塗布基板における行方向に互いに間隔をあけて並設された列方向に複数の隔壁間の塗布
予定領域に対し、機能性材料が溶媒に溶解されたインクの液滴を複数のノズルから吐出し
て、複数条の機能性材料層を形成する方法であって、
　前記塗布基板は、機能性材料層を機能させる有効部のほかに、当該有効部と同様に複数
の隔壁及びその隔壁間に塗布予定領域を有する検査部を有し、
　前記検査部に対して前記インクの液滴の吐出を行うインク吐出工程と、
　前記検査部に吐出されたインクの塗布状態を検査する検査工程であって、隣り合う２つ
の前記塗布予定領域に塗布された前記インクの混合が発生していることを検査する検査工
程と、を有し、
　前記インク吐出工程において、前記検査部における前記インクの液滴の目標着弾位置を
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、前記塗布予定領域の行方向における中心から行方向にずらすことを特徴とする機能性材
料層形成方法。
【請求項１０】
　前記塗布状態の検査は、前記インクの液滴吐出後の前記検査部を撮像装置により撮影し
、前記撮像された画像における繰り返しパターンの異常を検出することにより前記インク
の混合を検出する
　請求項１から９の何れか１項に記載の機能性材料層形成方法。
【請求項１１】
　前記インクの混合が発生している前記検査部分に前記インクの液滴を吐出した前記ノズ
ルを特定し、前記特定されたノズルに対して、前記特定されたノズルを吐出停止に設定す
る処理、前記特定されたノズルのインク吐出タイミングを補正する処理、及び前記特定さ
れたノズルのインク吐出口周囲の清掃処理のうち、少なくともいずれか１つの処理を行う
ことを特徴とする
　請求項１から１０の何れか１項に記載の能性材料層形成方法。
【請求項１２】
　行方向に互いに間隔をあけて並設された列方向に長尺な複数の隔壁間の塗布予定領域に
対し、機能性材料が溶媒に溶解されたインクの液滴を複数のノズルから吐出して、複数条
の発光領域を有する有機ＥＬ表示パネルが形成される予定の有効部と、前記有効部と同様
に、複数の隔壁及びその隔壁間に塗布予定領域を有する検査部とを有し、
　複数の前記隔壁間の行方向におけるピッチは、前記有効部よりも、前記検査部の方が狭
い
　有機ＥＬ表示パネル製造用基板。
【請求項１３】
　前記塗布予定領域の行方向の幅が、前記有効部よりも前記検査部の方が狭い
　請求項１２に記載の有機ＥＬ表示パネル製造用基板。
【請求項１４】
　前記隔壁の行方向の幅が、前記有効部よりも前記検査部の方が狭い
　請求項１２又は１３に記載の有機ＥＬ表示パネル製造用基板。
【請求項１５】
　前記検査部は、前記有効部に行方向に隣接して配置されている
　請求項１２に記載の有機ＥＬ表示パネル製造用基板。
【請求項１６】
　前記検査部は、複数の前記塗布予定領域を有する検査部分を複数有し、
　複数の前記検査部分は、行方向に配列されている
　請求項１４から１５に記載の有機ＥＬ表示パネル製造用基板。
【請求項１７】
　複数の前記隔壁間の行方向における間隔は、複数の前記検査部分ごとに異なる
　請求項１６に記載の有機ＥＬ表示パネル製造用基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、有機ＥＬ表示パネルの製造方法、有機ＥＬ表示パネル製造用基板、及び有機
ＥＬ表示パネルの検査方法に関し、特にインクジェット法を用いた製造方法による有機Ｅ
Ｌ表示パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板上に有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ：電界発光）素子を行列
状に配列する有機ＥＬ表示パネルでは、各有機ＥＬ素子の発光を画素に利用して画像を表
示する。
　有機ＥＬ素子は、機能性材料を含む機能層、例えば有機発光材料を含む有機発光層など
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を一対の電極で挟んだ構造を有する。機能層は、有機発光層以外にも、正孔・電子注入層
、正孔・電子輸送層、正孔・電子阻止層、バッファ層などがあり、含有する機能性材料及
び隣接する層との関係によって、その機能が決定される。
【０００３】
　これらの機能層の形成方法は、真空蒸着法などの乾式プロセスと、インクジェット法な
どの湿式プロセスとに大別される。湿式プロセスは、有機溶媒に機能性材料を含ませたイ
ンクを用いた方法であり、機能層の形成精度及びコスト面から、有機ＥＬ表示パネルの高
解像度化や大型化に適した技術とされている。特に、湿式プロセスのうち、インクを微小
な液滴として吐出可能なノズルを、基板の上面に沿って相対的に走査させながら、機能層
を形成する塗布予定領域に対してインクを吐出するインクジェット法の開発が進んでいる
。
【０００４】
　インクジェット法では、製造効率の観点から、列状に並ぶ複数のノズルを用いるが、表
示パネルの高解像度化や大型化に伴って用いるノズルの数は数万個単位となっている。こ
の多数のノズルからは、装置内のインクの継時的な粘度上昇、ノズル内の気泡、乾燥した
インクや異物などの付着といった要因により、インクの着弾位置や吐出量が設計値より大
きくずれた不良ノズルが発生する場合がある。インク液滴の着弾位置や吐出量のずれは、
膜厚の不均一や混色を引き起こし、有機ＥＬ表示パネルの品質低下の原因となる。そこで
、特許文献１には、検査用基板を用いて着弾ずれ（着弾位置の目標位置からのずれ）を検
査する方法が開示されている。また、特許文献２には、検査用基板を用いてインク液滴吐
出量を検査する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－６５８５６号公報
【特許文献２】特開２０１０－２４０５０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、引用文献１及び２に開示の方法では、製造ラインを一度停止して、検査
用基板をインクジェット装置に設置し、検査を行う必要があるため、製造効率の低下とい
う問題がある。さらには、ノズル内の気泡、及び乾燥したインクや異物の付着といった要
因は突発的に発生するため、検査を行った直後にこのような要因が発生した場合、次の検
査までは不良ノズルがそのまま使用されることとなる。その結果、不良品が製造されるこ
ととなり、歩留まりの低下を引き起こす。
【０００７】
　そこで、本開示の目的は、製造効率の低下を抑制しつつ、不良品の発生を抑制すること
ができる有機ＥＬ表示パネルの製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法は、塗布基板における行方向に互
いに間隔をあけて並設された列方向に複数の隔壁間の塗布予定領域に対し、機能性材料が
溶媒に溶解されたインクの液滴を複数のノズルから吐出して、複数条の機能性材料層を形
成する方法であって、前記塗布基板は、機能性材料層を機能させる有効部のほかに、当該
有効部と同様に複数の隔壁及びその隔壁間に塗布予定領域を有する検査部を有し、前記検
査部に対して前記インクの液滴の吐出を行うインク吐出工程と、前記検査部に吐出された
インクの塗布状態を検査する検査工程であって、隣り合う２つの前記塗布予定領域に塗布
された前記インクの混合が発生していることを検査する検査工程と、を有し、各塗布基板
は、前記検査部が前記有効部よりも前記インクの混合が生じやすいパターンであることを
特徴とする。
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【発明の効果】
【０００９】
　上記態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法では検査部にインク液滴を吐出し、イン
クの混合が発生した場合には、当該インクの混合の発生を解消した状態で有効部にインク
を吐出するため、有効部でのインク混合の発生を防止することができる。また、検査部は
、有効部よりもインクの混合が発生しやすい寸法設計若しくは塗布仕様の設定とされてお
り、検査部のインク塗布状態を検査してインク混合が検出されれば、インク混合の発生が
解消した状態で有効部にインク液滴を吐出するため、有効部でのインク混合の発生をより
確実に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】有機ＥＬ表示装置１の全体構成を示すブロック図である。
【図２】有機ＥＬ表示パネル１０の画像表示面の一部を拡大した模式平面図である。
【図３】（ａ）は図２のＸ－Ｘ線に沿った模式断面図であり、（ｂ）は図２のＹ－Ｙ線に
沿った模式断面図である。
【図４】有機ＥＬ表示パネル１０の製造過程を示す模式断面図であって、（ａ）は第１電
極及び正孔注入層形成工程を示す図であり、（ｂ）は画素規制層形成工程を示す図であり
、（ｃ）は隔壁形成工程を示す図である。
【図５】有機ＥＬ表示パネル１０の製造過程を示す模式断面図であって、（ａ）は正孔輸
送層形成におけるインク塗布工程を示す図であり、（ｂ）は正孔輸送層形成におけるイン
ク乾燥工程を示す図であり、（ｃ）は有機発光層形成工程を示す図である。
【図６】有機ＥＬ表示パネル１０の製造過程を示す模式断面図であって、（ａ）は電子輸
送層形成工程を示す図であり、（ｂ）は第２電極形成工程を示す図であり、（ｃ）は薄膜
封止層形成工程を示す図である。
【図７】インクジェット装置１００を示す模式斜視図である。
【図８】インクジェット装置１００の機能ブロック図である。
【図９】ノズルヘッド１２２の模式断面図である。
【図１０】実施形態１に係る塗布基板２００の模式平面図である。
【図１１】実施形態１において塗布基板２００にインクが塗布される場合の模式断面図で
あって、（ａ）は、有効部２１１にインクが塗布される場合の模式断面図であり、（ｂ）
は、検査部２１２にインクが塗布される場合の模式断面図である。
【図１２】実施形態１におけるインク塗布工程の内容を示すフローチャートである。
【図１３】（ａ）は、実施形態２において、塗布基板３００の検査部３１２にインクが塗
布される場合の模式断面図である。（ｂ）は、実施形態３において、塗布基板４００の検
査部４１２にインクが塗布される場合の模式断面図である。
【図１４】（ａ）は、変形例１に係る塗布基板４００の模式平面図である。（ｂ）は、変
形例２に係る塗布基板５００の模式平面図である。
【図１５】変形例３におけるインク塗布工程の内容を示すフローチャートである。
【図１６】（ａ）は、塗布基板に発光層用のインクを塗布した場合に生じたインク混合を
示す平面写真である。（ｂ）は、塗布基板に正孔輸送層用のインクを塗布した場合に生じ
たインク混合を示す平面写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　＜本開示の一態様の概要＞
　本開示の一態様に係る機能性材料層形成方法は、塗布基板における行方向に互いに間隔
をあけて並設された列方向に複数の隔壁間の塗布予定領域に対し、機能性材料が溶媒に溶
解されたインクの液滴を複数のノズルから吐出して、複数条の機能性材料層を形成する方
法であって、前記塗布基板は、機能性材料層を機能させる有効部のほかに、当該有効部と
同様に複数の隔壁及びその隔壁間に塗布予定領域を有する検査部を有し、前記検査部に対
して前記インクの液滴の吐出を行うインク吐出工程と、前記検査部に吐出されたインクの
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塗布状態を検査する検査工程であって、隣り合う２つの前記塗布予定領域に塗布された前
記インクの混合が発生していることを検査する検査工程と、を有し、各塗布基板は、前記
検査部が前記有効部よりも前記インクの混合が生じやすいパターンであることを特徴とす
る。
【００１２】
　係る構成によると、検査部は、有効部よりもインクの混合が発生しやすい寸法設計若し
くは塗布仕様の設定とされており、検査部のインク塗布状態を検査してインク混合が検出
することができる。検査部にインク液滴を吐出し、インクの混合が発生した場合において
混色が検出されれば、インク混合の発生が解消した状態で有効部にインク液滴を吐出する
ことができる。そのため、有効部でのインク混合の発生をより確実に防止することができ
る。
有効部よりも検査部の方が、目標着弾位置から隣の塗布予定領域の端縁までの距離が小さ
く、インク液滴が隣の塗布予定領域に入り込みやすい寸法設計若しくは塗布仕様となって
いる。これにより、検査部を、有効部よりもインク混合がより生じやすい寸法設計とする
ことができる。
【００１３】
　本開示の一態様に係る機能性材料層形成方法における特定の局面においては、複数の前
記隔壁間の行方向におけるピッチは、前記有効部よりも、前記検査部の方が狭い構成とし
てもよい。
　上記態様において、隣り合う２つの前記塗布予定領域のうちの一方における前記インク
の液滴の目標着弾位置と、他方の前記塗布予定領域の端縁との最短距離を、前記検査部の
方が前記有効部よりも短くすることができる。
【００１４】
　本開示の一態様に係る機能性材料層形成方法における特定の局面においては、前記塗布
予定領域の行方向の幅が、前記有効部よりも前記検査部の方が狭い構成としてもよい。
　上記態様において、隣り合う２つの前記塗布予定領域のうちの一方における前記インク
の液滴の目標着弾位置と、他方の前記塗布予定領域の端縁との最短距離を、前記検査部の
方が前記有効部よりも短くすることができる。
【００１５】
　本開示の一態様に係る機能性材料層形成方法における特定の局面においては、前記隔壁
の行方向の幅が、前記有効部よりも前記検査部の方が狭い構成としてもよい。
　上記態様において、隣り合う２つの前記塗布予定領域のうちの一方における前記インク
の液滴の目標着弾位置と、他方の前記塗布予定領域の端縁との最短距離を、前記検査部の
方が前記有効部よりも短くすることができる。
【００１６】
　本開示の一態様に係る機能性材料層形成方法における特定の局面においては、前記検査
部は、前記有効部に行方向に隣接して配置されている構成としてもよい。構成としてもよ
い。
　上記態様により、検査部へのインク液滴の吐出と、有効部へのインク液滴の吐出を、よ
り円滑に連続的に行うことができる。
【００１７】
　本開示の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法における特定の局面においては、
前記検査部は、複数の前記塗布予定領域を有する検査部分を複数有し、複数の前記検査部
分は、行方向に配列されている構成としてもよい。
　上記態様により、検査部分ごとに寸法設計若しくは塗布仕様を変えて塗布状態の検査を
行うことができる。
【００１８】
　本開示の一態様に係る機能性材料層形成方法における特定の局面においては、構成とし
てもよい。
　上記態様により、同一の検査部に複数種類のインクを重ねて塗布しなくてもよいため、



(7) JP 2018-92788 A 2018.6.14

10

20

30

40

50

インクごとのインク混合の発生検査を、より正確に行うことができる。
　本開示の一態様に係る機能性材料層形成方法における特定の局面においては、前記イン
クの混合の発生しやすさが複数の前記検査部分ごとに異なるように前記複数の隔壁及びそ
の隔壁間に塗布予定領域のパターンが形成されている構成としてもよい。
【００１９】
　上記態様により、どの検査部分でインクの混合が発生したかによって、有効部でのイン
ク混合発生の危険度を段階的に検知することができる。
　本開示の一態様に係る機能性材料層形成方法における特定の局面においては、塗布基板
における行方向に互いに間隔をあけて並設された列方向に複数の隔壁間の塗布予定領域に
対し、機能性材料が溶媒に溶解されたインクの液滴を複数のノズルから吐出して、複数条
の機能性材料層を形成する方法であって、前記塗布基板は、機能性材料層を機能させる有
効部のほかに、当該有効部と同様に複数の隔壁及びその隔壁間に塗布予定領域を有する検
査部を有し、前記検査部に対して前記インクの液滴の吐出を行うインク吐出工程と、前記
検査部に吐出されたインクの塗布状態を検査する検査工程であって、隣り合う２つの前記
塗布予定領域に塗布された前記インクの混合が発生していることを検査する検査工程と、
を有し、前記インク吐出工程において、前記検査部における前記インクの液滴の目標着弾
位置を、前記塗布予定領域の行方向における中心から行方向にずらす構成としてもよい。
上記態様により、有効部よりも検査部の方が、目標着弾位置から隣の塗布予定領域の端ま
での距離が小さくなり、インク液滴が隣の塗布予定領域に入り込みやすい塗布仕様となっ
ている。これにより、検査部の方が有効部よりもインク混合がより生じやすくすることが
できる。
【００２０】
　本開示の一態様に係る機能性材料層形成方法における特定の局面においては、前記塗布
状態の検査は、前記インクの液滴吐出後の前記検査部を撮像装置により撮影し、前記撮像
された画像における繰り返しパターンの異常を検出することにより前記インクの混合を検
出する構成としてもよい。
　上記態様により、迅速且つ容易にインクの混合を検出することができる。
【００２１】
　本開示の一態様に係る機能性材料層形成方法における特定の局面においては、前記イン
クの混合が発生している前記検査部分に前記インクの液滴を吐出した前記ノズルを特定し
、前記特定されたノズルに対して、前記特定されたノズルを吐出停止に設定する処理、前
記特定されたノズルのインク吐出タイミングを補正する処理、及び前記特定されたノズル
のインク吐出口周囲の清掃処理のうち、少なくともいずれか１つの処理を行う構成として
もよい。
【００２２】
　上記態様により、インク混合の発生を解消することができる。
　本開示の別の一態様に係る有機ＥＬ表示パネル製造用基板では、行方向に互いに間隔を
あけて並設された列方向に長尺な複数の隔壁間の塗布予定領域に対し、機能性材料が溶媒
に溶解されたインクの液滴を複数のノズルから吐出して、複数条の発光領域を有する有機
ＥＬ表示パネルが形成される予定の有効部と、前記有効部と同様に、複数の隔壁及びその
隔壁間に塗布予定領域を有する検査部とを有し、複数の前記隔壁間の行方向におけるピッ
チは、前記有効部よりも、前記検査部の方が狭い構成としてもよい。
【００２３】
　本開示の別の一態様に係る有機ＥＬ表示パネル製造用基板によると、隣り合う塗布予定
領域の一方におけるインク液滴の着弾目標位置と他方の塗布予定領域の端縁までの最短距
離が、有効部よりも検査部の方が短いため、有効部よりも検査部でインクの混合をより発
生しやすくすることができる。
　本開示の別の一態様に係る有機ＥＬ表示パネル製造用基板における特定の局面において
は、前記塗布予定領域の行方向の幅が、前記有効部よりも前記検査部の方が狭い構成とし
てもよい。
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【００２４】
　上記態様により、隣り合う塗布予定領域の一方におけるインク液滴の着弾目標位置と他
方の塗布予定領域の端縁までの最短距離について、有効部よりも検査部の方を短くするこ
とができる。
　本開示の別の一態様に係る有機ＥＬ表示パネル製造用基板における特定の局面において
は、前記隔壁の行方向の幅が、前記有効部よりも前記検査部の方が狭い構成としてもよい
。
【００２５】
　上記態様により、隣り合う塗布予定領域の一方におけるインク液滴の着弾目標位置と他
方の塗布予定領域の端縁までの最短距離について、有効部よりも検査部の方を短くするこ
とができる。
　本開示の別の一態様に係る有機ＥＬ表示パネル製造用基板における特定の局面において
は、前記検査部は、前記有効部に行方向に隣接して配置されている構成としてもよい。
【００２６】
　上記態様により、検査部へのインク液滴の吐出と、有効部へのインク液滴の吐出を、よ
り円滑に連続的に行うことができる。
　本開示の別の一態様に係る有機ＥＬ表示パネル製造用基板における特定の局面において
は、前記検査部は、複数の前記塗布予定領域を有する検査部分を複数有し、複数の前記検
査部分は、行方向に配列されている構成としてもよい。
【００２７】
　上記態様により、検査部分ごとに寸法設計若しくは塗布仕様を変えて塗布状態の検査を
行うことができる。
　本開示の別の一態様に係る有機ＥＬ表示パネル製造用基板における特定の局面において
は、複数の前記隔壁間の行方向における間隔は、複数の前記検査部分ごとに異なる構成と
してもよい。
【００２８】
　上記態様により、検査部分ごとにインク混合の発生しやすさを異ならせることができ、
どの検査部分でインクの混合が発生したかによって、有効部でのインク混合発生の危険度
を段階的に検知することができる。
　なお、本願において「上」とは、絶対的な空間認識における上方向（鉛直上方）を指す
ものではなく、有機ＥＬ表示パネルの積層構造における積層順を基に、相対的な位置関係
により規定されるものである。具体的には、有機ＥＬ表示パネルにおいて、基板の主面に
垂直な方向であって、基板から積層物側に向かう側を上方向とする。
【００２９】
　また、例えば「基板上」と表現した場合は、基板に直接接する上方の領域のみを指すの
ではなく、積層物を介した基板の上方の領域も含めるものとする。
　＜実施形態１＞
　以下では、本開示の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法について、図面を参照
しながら説明する。なお、図面は模式的なものを含んでおり、各部材の縮尺や縦横の比率
などが実際とは異なる場合がある。また、本願において、平面図、平面写真とは、対象物
の主面に略垂直な方向から見た図、写真であり、有機ＥＬ表示パネルにおいては、当該パ
ネルを基板上面に略垂直な方向から見た図、写真である。さらに、平面形状とは、平面図
、平面写真に現れる形状を指す。
【００３０】
　１．有機ＥＬ表示装置１の全体構成
　図１は、有機ＥＬ表示装置１の全体構成を示すブロック図である。有機ＥＬ表示装置１
は、例えば、テレビ、パーソナルコンピュータ、携帯端末、業務用ディスプレイ（電子看
板、商業施設用大型スクリーン）などに用いられる表示装置である。有機ＥＬ表示装置１
は、有機ＥＬ表示パネル１０（以下、「パネル１０」という。）と、これに電気的に接続
された駆動制御部２０とを備える。
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【００３１】
　パネル１０は、例えば上面が長方形状の画像表示面であるトップエミッション型の表示
パネルである。図１に示すように、以下では説明のため、パネル１０上面の長辺に沿った
方向をＸ方向、パネル１０上面の短辺に沿った方向をＹ方向とする。パネル１０では、画
像表示面に沿って複数の有機ＥＬ素子（不図示）が配列され、各有機ＥＬ素子の発光を組
み合わせて画像を表示する。なお、パネル１０は、一例として、アクティブマトリクス方
式を採用している。
【００３２】
　駆動制御部２０は、パネル１０に接続された駆動回路２１と、計算機などの外部装置又
はアンテナなどの受信装置に接続された制御回路２２とを有する。駆動回路２１は、各有
機ＥＬ素子に電力を供給する電源回路、各有機ＥＬ素子への供給電力を制御する電圧信号
を印加する信号回路、一定の間隔ごとに電圧信号を印加する箇所を切り替える走査回路な
どを有する。制御回路２２は、外部装置や受信装置から入力された画像情報を含むデータ
に応じて、駆動回路２１の動作を制御する。
【００３３】
　なお、図１では、一例として、駆動回路２１がパネル１０の周囲に４つ配置されている
が、駆動制御部２０の構成はこれに限定されるものではなく、駆動回路２１の数や位置は
適宜変更可能である。
　２．パネル１０の構成
　（１）平面構成
　図２は、パネル１０の画像表示面の一部を拡大した模式平面図である。パネル１０では
、一例として赤色、緑色、青色にそれぞれ発光する副画素（サブピクセル）ＳＰＲ、ＳＰ
Ｇ、ＳＰＢが行列状に配列されている。副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢは、パネル１０の
長辺に沿ったＸ方向に交互に並び、一組の副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢは、一つの画素
（ピクセル）Ｐを構成している。画素Ｐにおいては、階調制御された副画素ＳＰＲ、ＳＰ
Ｇ、ＳＰＢの発光輝度を組み合わせることにより、フルカラーを表現することが可能とな
っている。
【００３４】
　また、パネル１０の短辺に沿ったＹ方向においては、副画素ＳＰＲ、副画素ＳＰＧ、副
画素ＳＰＢのいずれかのみが並ぶことでそれぞれ副画素列ＬＲ、副画素列ＬＧ、副画素列
ＬＢが構成されている。これにより、パネル１０全体として画素Ｐが、Ｘ方向及びＹ方向
に沿った行列状に並び、この行列状に並ぶ画素Ｐの発色を組み合わせることにより、画像
表示面に画像が表示される。
【００３５】
　副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢには、それぞれ赤色、緑色、青色に発光する有機ＥＬ素
子が形成され、当該有機ＥＬ素子の発光を画像表示面側から取り出すことにより、副画素
ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢは発光する。副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢの発光色は、有機Ｅ
Ｌ素子の発光色そのものでも良いし、有機ＥＬ素子の発光色をカラーフィルタによって補
正したものであってもよい。
【００３６】
　パネル１０では、一例として、ラインバンク方式を採用している。すなわち、副画素列
ＬＲ、ＬＧ、ＬＢを１列ごとに区切る隔壁１５が複数形成されることにより、隣接する隔
壁１５間の領域として、Ｘ方向に沿って複数並ぶ塗布予定領域１５ａが形成されている。
各塗布予定領域１５ａは、後述するインクジェット法により機能層を形成する際に、イン
クが塗布される予定の領域である。ラインバンク方式では、塗布予定領域１５ａが副画素
列ＬＲ、ＬＧ、ＬＢに渡って連続することで、塗布されたインクがＹ方向に沿って流動可
能となり、機能層の膜厚むらを低減することができる。
【００３７】
　なお、パネル１０には、各塗布予定領域１５ａにおいて、副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰ
Ｂごとにこれらを絶縁する画素規制層１４が形成され、副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢは
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それぞれ独立して発光することが可能となっている。図２では、画素規制層１４は点線で
表されているが、これは、画素規制層１４は機能層に覆われており、平面図では直接見え
ないことを表現している。
【００３８】
　（２）断面構成
　図３（ａ）は、図２のＸ－Ｘ線に沿った模式断面図であり、図３（ｂ）は、図２のＹ－
Ｙ線に沿った模式断面図である。なお、図３（ａ）では、副画素ＳＰＧの断面構成を中心
に、図３（ｂ）では、副画素列ＬＧの断面構成のみを記載しているが、副画素ＳＰＲ、Ｓ
ＰＢ及び副画素列ＬＲ、ＬＢについても図３（ａ）、（ｂ）と同様の構成となっている。
また、図３では、紙面上方向をＺ方向としている。
【００３９】
　パネル１０は、基板１１、第１電極１２、正孔注入層１３、画素規制層１４、隔壁１５
、正孔輸送層１６Ａ、有機発光層１６Ｂ、電子輸送層１７、第２電極１８及び薄膜封止層
１９を備える。この内、正孔輸送層１６Ａ及び有機発光層１６Ｂは後述するインクジェッ
ト法により形成されている。なお、この積層構成は、あくまで一例であって、この他に電
子注入層、阻止層、バッファ層などが積層されていてもよいし、上記の各層の一部が省略
されていてもよい。また、電子注入輸送層のように、物理的に一つの層が、複数の機能を
有していてもよい。
【００４０】
　ａ．基板１１
　基板１１は、パネル１０の支持部材である。図示は省略するが、基板１１では、長方形
平板状の基板本体上に、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）層が形成
されている。
　基板本体は、電気絶縁性を有する材料又は電気絶縁性を有する材料をコーティングした
アルミニウムやステンレスなどの金属材料で形成される。電気絶縁性を有する材料として
は、例えば、無アルカリガラス、ソーダガラス、無蛍光ガラス、燐酸系ガラス、硼酸系ガ
ラス、石英ガラスなどのガラス材料である。また当該材料は、例えば、アクリル系樹脂、
スチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリ
エステル系樹脂、ポリイミド系樹脂、シリコーン系樹脂などの樹脂材料であってもよい。
また当該材料は、例えば、酸化アルミニウムなどの金属酸化物材料であってもよい。
【００４１】
　有機ＥＬ素子は水分や酸素などと反応して劣化する場合があるため、基板本体には水分
透過度の低い材料、例えばガラスや金属などを用いて、有機ＥＬ素子下部からの水分や酸
素の浸透を抑制することが好ましい。また、基板本体に樹脂材料を用いる場合は、樹脂材
料の上面に、例えば窒化シリコン、酸窒化シリコン、酸化アルミニウムなどの水分透過度
の低い薄膜をコーティングすることが好ましい。
【００４２】
　ＴＦＴ層は、基板本体上に形成された電子回路の層であり、有機ＥＬ素子への電力供給
回路や供給電力の制御回路などが配置されている。具体的には、ＴＦＴ層は基板本体上に
配置された半導体の層、導電体の層及び電気絶縁体の層からなる積層であり、この積層構
成によって、ＴＦＴ素子、コンデンサ素子、配線などの電子回路素子が構成される。また
、ＴＦＴ層の最上部には、層間絶縁層（不図示）が形成され、基板１１の上面は平坦化さ
れている。
【００４３】
　半導体の層は、例えば、シリコンなどの一般的な半導体材料、インジウム－亜鉛－ガリ
ウム酸化物などの酸化物半導体材料、多環芳香族化合物などの平面方向に広がったπ電子
共役系を有する有機半導体材料などで形成される。導電体の層は、例えば、アルミニウム
（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）などの金属材料、黒鉛、カーボンナノチューブなどの
炭素材料、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）や酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）などの導電性
酸化物材料などで形成される。電気絶縁体の層は、例えば、窒化シリコン、酸化シリコン
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、酸窒化シリコン、酸化アルミニウムなどの無機材料、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹
脂、シリコーン系樹脂、フェノール系樹脂などの有機材料などで形成される。層間絶縁層
は、電気絶縁性を有するパターニング可能な材料、例えば、アクリル系樹脂、ポリイミド
系樹脂、シリコーン系樹脂、フェノール系樹脂などの有機材料で形成される。
【００４４】
　なお、ＴＦＴ層には、層間絶縁層とは別にパッシベーション層として、ＴＦＴ層の電子
回路素子全体を覆う窒化シリコンや酸化アルミニウムなどを材料とする層が形成されても
よい。
　ｂ．第１電極１２
　第１電極１２は、基板１１上に、行方向をＸ方向に、列方向をＹ方向にそれぞれ定めら
れた行列状に形成された複数の電極であり、有機発光層１６Ｂに正孔を供給する陽極とし
ての役割を有する。第１電極１２のそれぞれは、各有機ＥＬ素子の位置を規定しており、
各副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢの形成位置に対応するよう形成されている。
【００４５】
　第１電極１２は、例えば、Ａｌ、銀（Ａｇ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ
）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）、ニッケル（Ｎｉ）、亜鉛（Ｚｎ）などの金属材料
で形成される。また、これらの金属材料を組み合わせた合金材料や、金属材料・合金材料
を積層した多層構造で形成されていてもよい。さらに、第１電極１２と正孔注入層１３と
の接合性向上や、第１電極１２の酸化防止の目的で、上記の層上にＩＴＯ、ＩＺＯなどの
透明導電性酸化物材料からなる層を積層した多層構造で形成されていてもよい。さらに、
第１電極１２の最下層には、ウェットエッチングによる浸食や、下層への水素の拡散など
を抑制する目的で、酸化タングステンなどの金属酸化物材料からなるバリアメタル層を形
成してもよい。
【００４６】
　なお、正孔を供給する観点からは、第１電極１２には仕事関数の高い材料を用いること
が好ましい。また、トップエミッション型であるパネル１０では、第１電極１２に光反射
性を付与することが好ましい。
　ｃ．正孔注入層１３
　正孔注入層１３は、機能層の一種であり、第１電極１２上に形成された層であって、第
１電極１２から有機発光層１６Ｂへの正孔の供給（正孔注入）におけるエネルギー障壁を
低下させ、正孔注入を容易にする役割を有する。パネル１０では、正孔注入層１３が第１
電極１２ごとに独立して形成され、基板１１上に行列状に配列されている。正孔注入層１
３は、機能性材料として、適切なイオン化エネルギーを有する材料を用いて形成される。
このような材料としては、例えば、Ａｇ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｗ、Ｎｉ、バナジウム（Ｖ）、イ
リジウム（Ｉｒ）などの酸化物である金属酸化物材料や、ＰＥＤＯＴ（ポリチオフェンと
ポリスチレンスルホン酸との混合物）などである。
【００４７】
　ｄ．画素規制層１４
　画素規制層１４は、図３（ｂ）に示すように、第１電極１２及び正孔注入層１３の端部
を覆うように形成された電気絶縁性を有する層であって、基板１１上面からの高さ（Ｚ方
向に沿った高さ）ついて、隔壁１５よりも低く形成されている。画素規制層１４は、各塗
布予定領域１５ａ内で隣接する副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢ（第１電極１２）同士の間
の電気絶縁性を向上させる役割を有する。また、画素規制層１４は、第１電極１２の端部
を覆うことで、第１電極１２と第２電極１８との接触によるショートも抑制している。
【００４８】
　なお、パネル１０では、図２に示すように画素規制層１４の第１電極１２及び正孔注入
層１３の端部を覆う平面形状が曲線状となるように形成されている。このように画素規制
層１４を形成することで、正孔輸送層１６Ａを形成する際に、インクが正孔注入層１３、
画素規制層１４及び隔壁１５に囲まれる領域の端まで濡れ広がりやすくなり、濡れ不良を
抑制することができる。
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【００４９】
　画素規制層１４の材料は、例えば、窒化シリコン、酸化シリコン、酸窒化シリコン、酸
化アルミニウムなどの無機材料、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラック型フェ
ノール系樹脂などの有機材料などで形成される。また、正孔輸送層１６Ａを形成する際、
塗布予定領域１５ａ内に機能性材料を含むインクが濡れ広がりやすいように、画素規制層
１４の表面はインクに対する親液性を有することが好ましい。
【００５０】
　ｅ．隔壁１５
　隔壁１５は、Ｙ方向に沿って並ぶ第１電極１２及び正孔注入層１３の列を１列ごとに区
切ることにより、隣接する隔壁１５間の領域として、方向Ｘに沿って複数並ぶ塗布予定領
域１５ａを形成する。このとき、隔壁１５は、図２に示すように、Ｙ方向に延伸する線状
の形状、いわゆるラインバンクとなっている。
【００５１】
　隔壁１５は、具体的には、正孔輸送層１６Ａや有機発光層１６Ｂを形成する際に、機能
性材料を含むインクが各塗布予定領域１５ａの外側に流出することを抑制している。また
、隔壁１５は、形成後の正孔輸送層１６Ａや有機発光層１６Ｂを区画して電気的に絶縁す
る役割を有する。
　隔壁１５は、例えば、電気絶縁性を有し、フォトリソグラフィ法によりパターニングが
可能な感光性レジスト材料から形成される。感光性レジスト材料の例としては、アクリル
系樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラック型フェノール系樹脂などである。なお、隔壁１５
は、感光性レジスト材料以外の材料を含有していてもよい。また、感光性レジスト材料の
感光性は、感光によって現像液に対する溶解性が低下するネガ型、感光によって現像液に
対する溶解性が増加するポジ型のいずれであってもよいが、ネガ型であることが好ましい
。一般的に、上方から露光した場合の感光性レジスト材料の感光領域は、上方が広く、下
方が狭い逆テーパー形状となりやすい。したがって、感光領域が残るネガ型では、現像処
理後の感光性レジスト材料が逆テーパーに近い形状となり、形成した隔壁１５を超えてイ
ンクが流出することを抑制できる。
【００５２】
　なお、隔壁１５は、後述するパネル１０の製造方法から、有機溶媒や熱に対する耐性を
有することが好ましい。また、インクの流出を抑制するために、隔壁１５の表面は撥液性
を有することが好ましく、例えば、隔壁１５に撥液性成分を含む材料を用いるか、隔壁１
５に撥液性を付与する表面処理を行うことが好ましい。撥液性成分としては、例えば、フ
ッ素系化合物、シロキサン系化合物である。この撥液性成分は、例えば独立した材料とし
て、感光性レジスト材料中に混合されてもよいし、例えば、感光性レジスト材料の共重合
体中に含有されてもよい。また、撥液性を付与する表面処理としては、例えばフッ素ガス
雰囲気下におけるプラズマ処理などを用いることができる。
【００５３】
　なお、「撥液性」とは、機能性材料を含むインクに対する親和性が低いことを意味する
用語としてここでは用いる。
　ｆ．正孔輸送層１６Ａ
　正孔輸送層１６Ａは、機能層の一種であり、後述するインクジェット法によって各塗布
予定領域１５ａに塗布されたインクを乾燥させることによりに形成された層であって、第
１電極１２から供給された正孔の有機発光層１６Ｂへの輸送性を向上させる役割を有する
。なお、ラインバンク方式を採用するパネル１０では、正孔輸送層１６Ａは、各塗布予定
領域１５ａに沿ってＹ方向に延伸する形状であり、各塗布予定領域１５ａ内のすべての第
１電極１２、正孔注入層１３及び画素規制層１４を覆うように連続した形状である。すな
わち、各副画素列ＬＲ、ＬＧ、ＬＢにおいて、それぞれの副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢ
は、正孔輸送層１６Ａを共有する。
【００５４】
　正孔輸送層１６Ａは、機能性材料として、正孔の移動度が比較的高い有機材料を用いて
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形成される。このような材料としては、例えば、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール
誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾ
ロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘
導体、オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラ
ゾン誘導体、スチルベン誘導体、ポリフィリン化合物、芳香族第三級アミン化合物、スチ
リルアミン化合物、ブタジエン化合物、ポリスチレン誘導体、トリフェニルメタン誘導体
、テトラフェニルベンジン誘導体（いずれも特開平５－１６３４８８号公報に記載）など
である。
【００５５】
　ｇ．有機発光層１６Ｂ
　有機発光層１６Ｂは、機能層の一種であり、正孔輸送層１６Ａと同様に、後述するイン
クジェット法によって各塗布予定領域１５ａに塗布されたインクを乾燥させることにより
形成された層である。有機発光層１６Ｂでは、第１電極１２及び第２電極１８から供給さ
れた正孔及び電子の再結合による発光（電界発光現象）が行われる。
【００５６】
　ラインバンク方式を採用するパネル１０では、有機発光層１６Ｂは、正孔輸送層１６Ａ
と同様に各塗布予定領域１５ａに沿ってＹ方向に延伸する形状であり、各塗布予定領域１
５ａ内の正孔輸送層１６Ａ全面を覆うように連続した形状である。すなわち、各副画素列
ＬＲ、ＬＧ、ＬＢにおいて、それぞれの副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢは、有機発光層１
６Ｂを共有する。ただし、有機発光層１６Ｂは、第１電極１２の上方にある部分のみが発
光し、副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢごとに独立して発光する。
【００５７】
　有機発光層１６Ｂは、機能性材料として、電界発光現象によって発光する有機発光材料
を用いて形成される。有機発光材料としては、例えば、オキシノイド化合物、ペリレン化
合物、クマリン化合物、アザクマリン化合物、オキサゾール化合物、オキサジアゾール化
合物、ペリノン化合物、ピロロピロール化合物、ナフタレン化合物、アントラセン化合物
、フルオレン化合物、フルオランテン化合物、テトラセン化合物、ピレン化合物、コロネ
ン化合物、キノロン化合物、アザキノロン化合物、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体
、ローダミン化合物、クリセン化合物、フェナントレン化合物、シクロペンタジエン化合
物、スチルベン化合物、ジフェニルキノン化合物、スチリル化合物、ブタジエン化合物、
ジシアノメチレンピラン化合物、ジシアノメチレンチオピラン化合物、フルオレセイン化
合物、ピリリウム化合物、チアピリリウム化合物、セレナピリリウム化合物、テルロピリ
リウム化合物、芳香族アルダジエン化合物、オリゴフェニレン化合物、チオキサンテン化
合物、シアニン化合物、アクリジン化合物、８－ヒドロキシキノリン化合物の金属錯体、
２－ビピリジン化合物の金属錯体、シッフ塩とＩＩＩ族金属との錯体、オキシン金属錯体
、希土類錯体等の蛍光物質（いずれも特開平５－１６３４８８号公報に記載）などの公知
の蛍光物質、燐光物質である。また、例えば、上記の蛍光物質、燐光物質をドーパントと
した有機化合物の混合層であってもよい。なお、パネル１０では、副画素列ＬＲ、ＬＧ、
ＬＢにそれぞれ赤色、緑色、青色に発光する有機発光材料を含む有機発光層１６Ｂを形成
する３色塗り分け方式を採用し、フルカラー対応している。
【００５８】
　ｈ．電子輸送層１７
　電子輸送層１７は、機能層の一種であり、隔壁１５及び有機発光層１６Ｂが形成された
基板１１全体を覆うように形成された層であって、第２電極１８から供給された電子の有
機発光層１６Ｂへの輸送性を向上させる役割を有する。
　電子輸送層１７は、機能性材料として、電子の移動度が比較的高い有機材料を用いて形
成される。このような材料としては、例えば、ニトロ置換フルオレノン誘導体、チオピラ
ンジオキサイド誘導体、ジフェキノン誘導体、ペリレンテトラカルボキシル誘導体、アン
トラキノジメタン誘導体、フレオレニリデンメタン誘導体、アントロン誘導体、オキサジ
アゾール誘導体、ペリノン誘導体、キノリン錯体誘導体（いずれも特開平５－１６３４８
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８号公報に記載）、リンオキサイド誘導体、トリアゾール誘導体、トジアジン誘導体、シ
ロール誘導体、ジメシチルボロン誘導体、トリアリールボロン誘導体などである。
【００５９】
　ｉ．第２電極１８
　第２電極１８は、機能層を覆う電極であって、パネル１０では、電子輸送層１７を覆う
ように基板１１全体に渡って形成されている。第２電極１８は、有機発光層１６Ｂに電子
を供給する陰極としての役割を有する。
　第２電極１８は、例えば、ＩＴＯやＩＺＯなどの透明導電性酸化物材料や、透明導電性
酸化物材料からなる層に、Ａｇ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌ、白金（Ｐｔ）、パラジウム（
Ｐｄ）などの金属材料又はこれらの合金材料の層を積層して形成される。
【００６０】
　なお、電子を供給する観点からは、第２電極１８には仕事関数の低い材料を用いること
が好ましい。また、トップエミッション型であるパネル１０では、第２電極１８には、例
えば光透過率８０％以上などの高い光透過率を有する材料を用いることが好ましい。
　ｊ．薄膜封止層１９
　薄膜封止層１９は、上記第１電極１２から第２電極１８までの各部材が形成された基板
１１全体を覆うように形成された層であり、各部材が水分や酸素などに晒されることを抑
制する役割を有する。薄膜封止層１９は、水分透過度の低い材料、例えば、窒化シリコン
、酸窒化シリコン、酸化炭素、窒化炭素、酸化アルミニウムなどの無機材料で形成される
。また、トップエミッション型であるパネル１０では、薄膜封止層１９に、高い光透過性
を有し、第２電極１８との屈折率の差が小さい材料を用いることが好ましい。
【００６１】
　ｋ．その他
　パネル１０では、以上の部材が形成された基板１１上に、ガラス材料などの水分透過性
の低い材料で形成された封止板を配置してもよい。このとき、基板１１と封止板との間は
、例えば硬化性樹脂材料からなる接着層などによって接合される。これにより、基板１１
上の各有機ＥＬ素子に対する水分や酸素などの浸透をさらに抑制することができる。
【００６２】
　また、封止板の副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢに対応する位置に、カラーフィルタを配
置してもよい。これにより、副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢの発光色を補正することがで
きる。さらに、封止板の副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢ同士の間に対応する位置及び封止
板の周縁領域にブラックマトリクスを配置してもよい。これにより、パネル１０の画像表
示面における外光の反射を抑制し、また、画像表示面における画素Ｐとそれ以外の部分と
のコントラストを向上させることができる。
【００６３】
　なお、上記の断面構成はあくまで一例であって、例えば、図３（ａ）では電子輸送層１
７及び第２電極１８は、複数の塗布予定領域１５ａに渡って形成されているが、これらの
全部又は一部が塗布予定領域１５ａごと又は副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢごとに形成さ
れていてもよい。また、例えば、図３（ａ）、（ｂ）では正孔注入層１３が、副画素ＳＰ
Ｒ、ＳＰＧ、ＳＰＢごとに形成されていたが、塗布予定領域１５ａごと又は複数の塗布予
定領域１５ａに渡って形成されていてもよい。
【００６４】
　３．パネル１０の製造方法
　（１）全体工程
　本開示の一態様であるパネル１０の製造方法について、まず全体工程を説明する。図４
、図５、及び図６は、パネル１０の製造過程を示す模式断面図である。なお、図４、図５
、及び図６に示す断面は、図３（ａ）の副画素ＳＰＧの断面に相当するものである。また
、図４（ｂ）、（ｃ）に示すハッチングを付さない画素規制層１４は、当該断面に存在す
るものではなく、当該断面の紙面奥側に存在する画素規制層１４の表面を表現している。
【００６５】
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　ａ．基板準備
　最初に、基板１１を準備する。具体的には、電気絶縁性材料を平板状に成形した基板本
体を用意し、基板本体上にＴＦＴ層を形成する。ＴＦＴ層の形成は、例えば、以下のよう
にすることができる。
　まず、基板本体上に所定の形状にパターニングされた半導体材料の層、導電体材料の層
又は電気絶縁体材料の層を形成し、これを繰り返して所定の電子回路を形成する。各層の
形成には、各層の材料に応じて、例えば、真空蒸着法、電子ビーム蒸着法、イオンプレー
ティング法、気層成長法などの乾式プロセスや、印刷法、スピンコート法、インクジェッ
ト法、ディスペンス法、ダイコート法などの湿式プロセスを用いることができる。各層の
パターニングには、例えば、フォトリソグラフィ法、シャドウマスク法、メタルマスク法
などを用いてもよいし、湿式プロセスで直接所定の形状に形成してもよい。また、必要に
応じて形成した各層にプラズマ注入、イオン注入、ベーキングなどの処理を行ってもよい
。
【００６６】
　次に、当該電子回路を覆うように、パッシベーション層、層間絶縁層を順に形成する。
パッシベーション層及び層間絶縁層の形成には、各層の材料に応じて、上記の乾式プロセ
ス、湿式プロセスを用いることができる。なお、電子回路内のＴＦＴ素子と第１電極１２
とが電気的に接続できるよう、パッシベーション層及び層間絶縁層には、所定の位置に開
口（コンタクトホール）を形成する。コンタクトホールの形成には、上記のパターニング
法を用いることができる。
【００６７】
　ｂ．第１電極及び正孔注入層形成
　次に、基板１１上に、行方向及び列方向がＸ方向及びＹ方向に定められた行列状に複数
の第１電極１２及び複数の正孔注入層１３を形成する。例えば、まず、スパッタリング法
で基板１１上に金属薄膜を形成した後に、続けて反応性スパッタリング法で金属薄膜上に
金属酸化物の薄膜を形成する。次に、金属酸化物の薄膜上にフォトレジスト材料を塗布し
た後に、フォトリソグラフィ法でフォトレジスト材料をパターニングし、Ｘ方向及びＹ方
向からなる行列状に並ぶ副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢの形成領域にのみフォトレジスト
材料を残す。次に、ドライエッチング法、ウェットエッチング法をこの順に続けて用い、
フォトレジスト材料が配置されていない箇所において金属酸化物の薄膜、金属薄膜をエッ
チングする。最後に、金属酸化物の薄膜上のフォトレジスト材料及び残渣を除去する。こ
れにより、Ｘ方向及びＹ方向に沿って行列状に並ぶ金属薄膜からなる第１電極１２及び当
該金属薄膜上方に積層された金属酸化物の薄膜からなる正孔注入層１３を形成できる（図
４（ａ））。このように第１電極１２及び正孔注入層１３を同時にエッチングすることで
、製造プロセスを効率化することができる。また、同一のフォトレジストによりパターニ
ングすることにより、第１電極１２と正孔注入層１３との位置合わせの精度が向上する。
【００６８】
　なお、第１電極１２及び正孔注入層１３の形成方法は、上記のスパッタリング法、反応
性スパッタリング法及びフォトリソグラフィ法の組み合わせに限られず、材料に応じて、
上記に例示した乾式プロセス、湿式プロセス、パターニング法を用いることができる。ま
た、第１電極１２の最下層にバリアメタル層を配置する場合は、金属薄膜の形成前に金属
酸化物の薄膜を形成しておき、金属薄膜をウェットエッチングした後に、さらに金属酸化
物の薄膜をドライエッチングすればよい。なお、パネル１０の製造方法においては、上記
のように第１電極１２及び正孔注入層１３を連続してエッチングする方法に限定されず、
第１電極１２を形成した後に、金属酸化物の薄膜を形成・パターニングして正孔注入層１
３を形成してもよい。
【００６９】
　ｃ．画素規制層形成
　次に、第１電極１２及び正孔注入層１３が形成された基板１１上に画素規制層１４を形
成する。具体的には、例えば、真空蒸着法を用いて、基板１１上の全面を覆う無機材料の
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薄膜を形成し、当該薄膜を、フォトリソグラフィ法を用いて、第１電極１２及び正孔注入
層１３の端部を覆ってＸ方向に延伸する形状に形成する。これにより、画素規制層１４が
形成される（図４（ｂ））。なお、画素規制層１４は有機材料を用いて形成してもよく、
さらに、上記に例示した他の乾式プロセス、湿式プロセス、パターニング方法を用いて形
成してもよい。
【００７０】
　ｄ．隔壁形成
　次に、Ｙ方向に並ぶ第１電極１２及び正孔注入層１３の列を１列ごとに区切る隔壁１５
を基板１１上に複数形成する。これにより、隣接する隔壁１５間の領域として、Ｘ方向に
沿って複数並ぶ塗布予定領域１５ａを形成する。具体的には、例えば、ダイコート法によ
り基板１１上の全面に、画素規制層１４よりも膜厚が大きくなるように感光性レジスト材
料を塗布し、緩効性レジスト材料層を形成する。そして、フォトリソグラフィ法により、
感光性レジスト材料層を、Ｙ方向に延伸する形状にパターニングし、Ｙ方向に並ぶ第１電
極１２、正孔注入層１３の列を１列ごとに区切る隔壁１５を複数形成する（図４（ｃ））
。
【００７１】
　なお、隔壁１５は、他の乾式プロセス、湿式プロセス、パターニング方法を用いて形成
してもよい。
　また、本実施形態において、Ｘ方向は行方向、Ｙ方向は列方向に相当する。
　ｅ．インク塗布
　次に、後述するインクジェット法により、機能性材料（ここでは正孔輸送層１６Ａの材
料）を含むインク１６ａを吐出することにより、塗布予定領域１５ａにインク１６ａを塗
布する（図５（ａ））。なお、インク１６ａは塗布予定領域１５ａ内で画素規制層１４を
超えて連続するように吐出される。これにより、塗布予定領域１５ａ内でＹ方向にインク
１６ａが流動可能となり、塗布予定領域１５ａ内のインク１６ａの塗布むらが低減される
。その結果、この後の乾燥において、塗布予定領域１５ａ内における正孔輸送層１６Ａの
膜厚の不均一や形成不良の発生が低減される。
【００７２】
　ｆ．乾燥
　続いて、塗布されたインク１６ａを乾燥させることにより、塗布予定領域１５ａに機能
性材料を含む機能層である正孔輸送層１６Ａを形成する。具体的には、例えば、インク１
６ａ塗布後の基板１１を、真空チャンバーなどの真空環境に配置することによって、イン
ク１６ａの溶媒を蒸発させる。これにより、各塗布予定領域１５ａに正孔輸送層１６Ａが
形成される（図５（ｂ））。
【００７３】
　ｇ．有機発光層形成
　次に、正孔輸送層１６Ａの形成方法と同様に、後述するインクジェット法により、機能
性材料（ここでは有機発光材料を含むインク）を吐出することにより、塗布予定領域１５
ａにインクを塗布する。そして、塗布されたインクを乾燥させることにより、塗布予定領
域１５ａに有機発光材料を含む機能層、すなわち有機発光層１６Ｂを形成する（図５（ｃ
））。なお、有機発光層１６Ｂの材料を含むインク塗布においても、正孔輸送層１６Ａの
材料を含むインク塗布の場合と同様に、塗布予定領域１５ａ内で図２のＹ軸方向にインク
が流動可能となるように、インクは塗布予定領域１５ａ内の正孔輸送層１６Ａ上の全面に
塗布する。これにより、塗布予定領域１５ａ内のインクの塗布むらが低減され、乾燥後に
おける、塗布予定領域１５ａ内における有機発光層１６Ｂの膜厚の不均一や形成不良の発
生が低減される。
【００７４】
　ｈ．電子輸送層形成
　続いて、基板１１上のすべての隔壁１５及び有機発光層１６Ｂを覆うように電子輸送層
１７を形成する（図６（ａ））。電子輸送層１７の形成には、電子輸送層１７の材料に応
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じて、例えば上記に例示した乾式プロセスや湿式プロセスを用いることができる。
　ｉ．第２電極形成
　次に、機能層、ここでは電子輸送層１７を覆う第２電極１８を形成する（図６（ｂ））
。例えば、上記に例示した乾式プロセスにより、電子輸送層１７上に透明導電性酸化物材
料の薄膜を成膜して第２電極１８を形成する。
【００７５】
　ｊ．封止
　そして、第１電極１２から第２電極１８までが形成された基板１１を封止する。具体的
には、例えば、上記に例示した乾式プロセスにより、第２電極１８までを形成した基板１
１の上面を覆うように無機材料の薄膜を成膜して薄膜封止層１９を形成する（図６（ｃ）
）。
【００７６】
　以上の方法により、図３に示す断面構造を有するパネル１０が完成する。
　（２）インクジェット法によるインク塗布
　次に、正孔輸送層１６Ａ及び有機発光層１６Ｂの形成におけるインクジェット法による
インク塗布について説明する。
　ａ．インクジェット装置１００の構成
　まず、インクジェット法によるインク塗布に用いるインクジェット装置１００の構成に
ついて説明する。図７は、インクジェット装置１００を示す模式斜視図である。図８は、
インクジェット装置１００の機能ブロック図である。
【００７７】
　図７及び図８に示すように、インクジェット装置１００は、主要な構成要素として、作
業テーブル１１０、ヘッド部１２０、及び制御装置１３０を備える。
　（ａ）作業テーブル１１０
　作業テーブル１１０は、いわゆるガントリー式の作業テーブルであって、インク塗布の
対象物である塗布基板２００が載置される基台１１１と、基台１１１の上方に配置された
長尺状の移動架台１１２とを備える。なお、塗布基板２００は、有機ＥＬ表示パネル製造
用基板であって、例えば、パネル１０の製造途中（インク塗布前）の基板である。図１０
に示すように、塗布基板２００は、パネル１０となる有効部２１１と、後述するノズル検
査に用いる検査部２１２とを有する。また、例えば、１枚の塗布基板２００から、複数の
パネル１０が分割されて製造されるようなものであってもよい。この場合、塗布基板２０
０の上面２１０に形成された各塗布予定領域１５ａは、上面２１０の短辺方向であるＹ方
向に沿って長尺な形状となっている。
【００７８】
　基台１１１は、板状であって、塗布基板２００が載置される上面は長方形である。ここ
で、基台１１１上面の長辺に沿った方向を基台１１１の長手方向、基台１１１上面の短辺
に沿った方向を基台１１１の短手方向とする。
　移動架台１１２は、基台１１１の長手方向に沿って平行に配置された一対のガイドシャ
フト１１３ａ、１１３ｂ間に架け渡され、移動架台１１２の長手方向が基台１１１の短手
方向に沿うように配置されている。一対のガイドシャフト１１３ａ、１１３ｂは、基台１
１１上面の四隅に配置された柱状のスタンド１１４ａ、１１４ｂ、１１４ｃ、１１４ｄに
よって支持されている。
【００７９】
　移動架台１１２は、移動架台１１２の長手方向端部に固定されたリニアモータ部１１５
ａ、１１５ｂをそれぞれ介して、ガイドシャフト１１３ａ、１１３ｂに取り付けられてい
る。よって、移動架台１１２は、リニアモータ部１１５ａ、１１５ｂの駆動により、基台
１１１の長手方向に沿って移動可能である。
　また、移動架台１１２の表面に形成され長手方向に延伸するガイド溝１１８には、サー
ボモータ部１１７を介して、Ｌ字形の台座１１６が取り付けられている。よって、台座１
１６は、サーボモータ部１１７の駆動により、基台１１１の短手方向に沿って移動可能で
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ある。
【００８０】
　なお、リニアモータ部１１５ａ、１１５ｂ、サーボモータ部１１７は、それぞれ通信ケ
ーブル１０１、１０２を介して接続された制御装置１３０によって駆動される。
　（ｂ）ヘッド部１２０
　ヘッド部１２０は、本体部１２１、ノズルヘッド１２２、及び撮像装置１２３を備える
。本体部１２１は、作業テーブル１１０の台座１１６に固定され、ノズルヘッド１２２及
び撮像装置１２３は、本体部１２１に取り付けられている。したがって、ヘッド部１２０
は、移動架台１１２及び台座１１６の移動に連動し、基台１１１の長手方向及び短手方向
に移動可能である。また、本体部１２１には、ノズルヘッド１２２の動作を制御する駆動
回路が内蔵されており、当該駆動装置は、通信ケーブル１０３を介して制御装置１３０に
接続されている。
【００８１】
　ノズルヘッド１２２は、基台１１１の短手方向に延伸する長尺状の部材である。ノズル
ヘッド１２２の下面側には、長尺状のサブヘッド１２４が、ノズルヘッド１２２の長手方
向（すなわち基台１１１の短手方向）に並んでいる。
　図９は、サブヘッド１２４の模式断面図である。サブヘッド１２４には、その下面側の
開口からインクを吐出するノズル１２５が複数並んで配置されている。また、サブヘッド
１２４の上面側には、各ノズル１２５に対応する位置に圧電素子１２５ａが配置され、各
圧電素子１２５ａの下方には振動板１２５ｂを介して液室１２５ｃが配置されている。
【００８２】
　各圧電素子１２５ａは、本体部１２１の駆動回路を介して制御装置１３０に接続され、
制御装置１３０からの信号に応じ、振動板１２５ｂを変形させる。振動板１２５ｂは、各
ノズルに共通する板状の部材であり、圧電素子１２５ａによって変形し、当該圧電素子１
２５ａの下方の液室１２５ｃに圧力を加える。液室１２５ｃは、図７に示す輸液チューブ
１０４を介してインクタンク（不図示）から供給されたインクで満たされており、振動板
１２５ｂによって圧力が加えられることで、ノズル１２５の開口からインクが吐出される
。すなわち、インクジェット装置１００では、制御装置１３０によって、各ノズル１２５
のインクの吐出量及び吐出タイミングを独立して制御することができる。
【００８３】
　撮像装置１２３は、例えばＣＣＤカメラであって、通信ケーブル１０５を介して制御装
置１３０と接続されている。撮像装置１２３は、上面２１０を撮像し、その撮像データを
制御装置１３０へ送信する。ＣＰＵ１３１は、撮像データを記憶部１３２に格納し、制御
プログラムに基づいて処理する。これにより、制御装置１３０は、ヘッド部１２０（各ノ
ズル１２５）の上面２１０に対する位置を検知することができ、各ノズル１２５から正確
に上面２１０の所定の位置にインクを塗布することができる。また、上記撮像データによ
り、制御装置１３０は、各ノズル１２５から吐出されたインクの塗布基板２００上の塗布
位置及び塗布量を検査することができる。また、ノズル１２５から吐出されたインク液滴
が、狙った位置からずれて着弾した場合に、隣り合う塗布予定領域１５ａを狙って塗布さ
れたインク同士が、隔壁１５を乗り越えて接触し混ざり合う現象（以下、「インク混合」
という。）が発生することがある。上記撮像データにより、インク混合を検出することが
できる。
【００８４】
　制御装置１３０は、ＣＰＵ１３１、記憶部（ＨＤＤ等の大容量記憶手段を含む）１３２
、表示部（ディスプレイ）１３３、入力部１３４を備える。制御装置１３０は具体的には
パーソナルコンピュータ（ＰＣ）である。
　記憶部１３２には、制御装置１３０に接続された作業テーブル１１０およびヘッド部１
２０を駆動するための制御プログラム等が格納されている。
【００８５】
　インクジェット装置１００の駆動時には、ＣＰＵ１３１は入力部１３４を通じてオペレ
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ータにより入力された指示と、記憶部１３２に格納された各制御プログラムに基づいて制
御を行う。
　また、制御装置１３０では、ノズルヘッド１２２に設けられた複数のノズル１２５を個
別に使用（吐出）／不使用（吐出停止）の設定をすることができ、ノズルヘッド１２２か
らは使用に設定されたノズル１２５だけからインクを吐出できるようになっている。
【００８６】
　ｂ．有効部２１１と検査部２１２
　図１０に示すように、塗布基板２００は、有効部２１１及び検査部２１２を有する。有
効部２１１と検査部２１２とは、Ｘ軸方向（行方向）に並んで配置されている。ノズルヘ
ッド１２２は、塗布基板２００上をＸ軸方向に移動しながらインク液滴を吐出する（図７
参照）。言い換えると、ノズルヘッド１２２の走査方向は、Ｘ軸方向である。
【００８７】
　有効部２１１は、上述の各層が形成された後に、検査部２１２から切り離されて製品と
して使用されるパネル１０となる部分である。検査部２１２は、インクジェット装置１０
０のノズル１２５のノズル再現性検査、着弾ずれ検査、インク混合検査などに用いるため
の部分である。
　ノズル再現性検査は、複数のノズル１２５それぞれからインク液滴を複数回（例えば、
１０回）吐出し、各ノズル１２５についてインク液滴着弾位置及びインクの吐出量（イン
ク液滴の体積）のばらつきの大きさを検査し、ばらつきの大きさが所定の閾値以上である
ノズル１２５を特定するものである。特定されたノズル１２５は、不良ノズル（この場合
は、製造時点での不良ノズル）に分類され、不使用に設定される。
【００８８】
　また、ばらつきの大きさが所定の閾値に達していなくても、着弾ずれの方向がランダム
であるノズルについては、吐出タイミング補正で対応することができないので、不使用に
設定してもよい。
　着弾ずれ検査は、ノズル再現性検査により不良ノズルに分類されなかったノズル、即ち
、正常ノズルとして使用に設定されているノズル１２５を用いてインク液滴を吐出し、目
標着弾位置（狙いの着弾位置）からの実際のインク着弾位置のずれを検査し、ずれの大き
さが所定の閾値以上であるノズル１２５を特定するものである。
【００８９】
　インク混合検査は、インク塗布後の塗布基板２００の撮像データを解析し、インク混合
が発生しているか否かを検査するものである。具体的には、例えば、インク塗布後の塗布
基板２００の撮像画像における繰り返しパターンの異常を検出することにより、インク混
合を検出する。インク混合が発生している場合には、インク混合を発生させたノズル、即
ち、インク混合の原因となった箇所にインク液滴を吐出したノズルを特定する。
【００９０】
　上記ノズルの特定は、例えば、塗布基板２００上における、インク液滴の着弾ずれが所
定の閾値以上となった箇所、インク吐出量が所定の閾値以上となった箇所、及びインク混
合の発生個所の座標データを、撮影画像から計測し、当該座標位置を通過したノズルを割
り出すことにより行うことができる。
　図１１（ａ）は、有効部２１１の塗布予定領域１５ａにインクが塗布される場合の模式
断面図である。図１１（ｂ）は、検査部２１２の塗布予定領域１５ａにインクが塗布され
る場合の模式断面図である。なお、両図においては、インク液滴の形状を球形であるとし
て、その側面視形状を円で表している。また、実線の円で表されるインク液滴２２２は、
実際のインク液滴を示し、破線の円で表されるインク液滴２２２ａは、目標位置Ｔに着弾
する理想的なインク液滴２２２ａを示す。
【００９１】
　図１１（ａ）、（ｂ）に示すように、有効部２１１と検査部２１２とは、隔壁１５の幅
（隔壁１５の上面のＸ軸方向における長さ）Ｗ１は同じである。しかし、有効部２１１に
おける塗布予定領域１５ａの開口幅（隣り合う隔壁１５の上面端縁間の距離）Ｇ１よりも
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、検査部２１２における塗布予定領域１５ａの開口幅Ｇ２の方が小さい。言い換えると、
有効部２１１における副画素ピッチＰ１よりも、検査部２１２における副画素ピッチＰ２
の方が小さい。
【００９２】
　有効部２１１においても、検査部２１２においても、インク液滴２２２の目標着弾位置
Ｔは、塗布予定領域１５ａのＸ軸方向における中央である。
　ここで、有効部２１１における副画素ピッチをＰ１とすると、有効部２１１において、
目標着弾位置Ｔから隣接する塗布予定領域１５ａの縁までの距離Ｅ１は、下記の式１で表
される。
【００９３】
　Ｅ１＝Ｗ１／２＋Ｐ１／２　　　　　　　（式１）
　即ち、目標着弾位置Ｔから、距離Ｌ１ずれた位置までインク液滴が到達すると、隣の塗
布予定領域１５ａに塗布されたインクとの混合が発生することとなる。
　また、インク液滴２２２の半径をｒ、隔壁１５上に着弾したインク液滴の濡れ広がりの
大きさをｓ、目標着弾位置からの実際のインク液滴の着弾位置のずれの大きさをｄとする
と、目標着弾位置からのインク到達距離Ｆは、下記の式２で表される。
【００９４】
　Ｆ＝ｓ+ｒ+ｄ　　　　　　　　　　　　　（式２）
　従って、有効部２１１において、Ｅ１≦Ｆとなった場合に、インク混合が発生する。
　次に、検査部２１２における副画素ピッチをＰ２とすると、検査部２１２において、目
標着弾位置Ｔから隣接する塗布予定領域１５ａの縁までの距離Ｅ２は、下記の式３で表さ
れる。
【００９５】
　Ｅ２＝Ｗ１／２＋Ｐ２／２　　　　　　　（式３）
　本実施形態に係る塗布基板２００では、有効部２１１の副画素ピッチＰ１よりも、検査
部２１２の副画素ピッチＰ２の方が小さい。従って、Ｅ２＜Ｅ１であり、同じ吐出条件で
インク塗布を行った場合、有効部２１１よりも検査部２１２の方が、インク混合が発生し
やすくなっている。
【００９６】
　これにより、検査部２１２でインク混合が発生した場合に、インク混合を引き起こした
ノズル１２５を特定して、対応処理を行うことにより、有効部２１１でのインク混合発生
を未然に防ぐことができる。　ここで、副画素ピッチＰ１とＰ２との差（マージン）が大
きいほど、検査部２１２でインク混合が発生しても、有効部２１１でインク混合が発生す
る確率は低くなる。逆に、マージンが小さいほど、検査部２１２でインク混合が発生しな
くても、有効部２１１でインク混合が発生するリスクが高くなる。従って、実際の製品に
おいてインク混合の発生をどの程度許容するのかによって、マージンを決定すればよい。
【００９７】
　なお、検査部２１２における塗布予定領域１５ａの列は、着弾位置の統計的バラつきを
考慮して、例えば１０列以上設けられる。より好ましくは３０列以上設けられる。この列
の数を増やし、1つのノズルから吐出した複数の列のインクの混合を検査することにより
、統計的バラつきを考慮して不良ノズルを判断することができる。この列の数は、上述の
マージン、インク塗布工程の作業時間、および有効領域における混合発生の確率との兼ね
合いにより決められる。
【００９８】
　また、上記対応処理としては、例えば、次の３つの処理がある。（１）特定されたノズ
ル１２５を、不使用（吐出停止）に設定し、以降のインク塗布の際に、当該ノズル１２５
以外のノズル１２５を用いてインク塗布を行う処理。（２）特定されたノズル１２５につ
いて、目標着弾位置からの実際のインク液滴の着弾位置のずれの大きさｄを打ち消すよう
に、インク液滴吐出のタイミングを補正する処理。（３）インクジェット装置を一時停止
させ、ノズルヘッド１２２の吐出面（下面）に付着したインクやゴミ等をスポンジ等で拭
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き取り、清掃を行う処理。
【００９９】
　インク混合を引き起こしたノズル１２５が特定されると、インク混合発生の原因が何で
あったのかを特定し、特定された原因に応じた対応処理を行う。例えば、ノズルヘッド１
２２の吐出面において、ノズル１２５の吐出口の周囲に付着したインクや異物（ゴミ）が
原因である場合には、（３）の拭き取り清掃を行う。ここでの異物には、ノズル１２５の
吐出口の周囲に付着して乾燥したインクを含む。例えば、インクの溶媒が徐々に蒸発する
ことによる継時的なインクの粘度上昇が原因である場合には、（２）のインク液滴吐出タ
イミング補正を行う。そして、上記の何れでもない原因、例えば、ノズル１２５内部に存
在する気泡が原因である場合には、（１）の不使用設定を行う。
【０１００】
　なお、インク混合の原因特定に要する時間を節約する場合には、特定されたノズル１２
５に対し、一律に（１）の不使用設定を行ってもよい。例えば、ノズル１２５の吐出面に
インクや異物が付着しているか否かの確認は、インクジェット装置１００を一時停止して
、作業者が吐出面を目視で確認する必要がある。しかし、一律に不使用設定を行う場合に
は、原因特定を行わなくても、制御装置１３０（図８参照）で自動的に瞬時に不使用設定
を行うことができるので、インクジェット装置１００を一時停止する必要がなく、製造効
率の低下を抑制することができる。
【０１０１】
　ｃ．インク塗布工程
　図１２は、インクジェット装置１００を用いて塗布基板２００にインクを塗布する工程
を示すフローチャートである。
　先ず、ノズル再現性検査及び着弾ずれ検査を行う（ステップＳ１）。ノズル再現性検査
及び着弾ずれ検査は、次のようにして行う。全てのノズル１２５からインク液滴を複数回
吐出し、それぞれのノズル１２５のそれぞれの回について、吐出されたインク液滴の着弾
位置と目標着弾位置とのずれの方向及び大きさ、並びに、吐出されたインク液滴の体積を
測定する。着弾ずれの測定は、インク塗布後の基板を、撮像装置１２３により撮影し、撮
影された画像において、各インク液滴の中心と目標着弾位置とのずれの距離を計算すると
ともに、ずれの方向を読み取って行う。インク液滴体積の測定は、撮像装置１２３により
撮影された画像において、各インク液滴の濡れ広がり面積を計算することにより行う。
【０１０２】
　そして、インク液滴の着弾ずれ及び体積の少なくとも一方のばらつきの大きさが、所定
の閾値以上であるノズル１２５を、不良ノズルに分類する。不良ノズルは、インク液滴の
再現性が低いノズル１２５であり、安定したインク吐出能を有しない不良品である。
　ノズル再現性検査及び着弾ずれ検査は、塗布基板２００の検査部２１２を用いて行って
もよいし、ノズル再現性検査用の基板を別に用いて行ってもよい。
【０１０３】
　不良ノズルに分類されたノズル１２５がある場合には（ステップＳ２：ＹＥＳ）、不良
ノズルを不使用に設定する（ステップＳ３）。不良ノズルに分類されていない使用ノズル
のみからインクを吐出し、不良ノズルからインクを吐出しないことにより、インクの塗布
精度を向上させ、インクの混合や機能層の形成不良によるショートやリーク、機能層の膜
厚むらによる輝度ばらつきの発生などを低減することができる。
【０１０４】
　続いて、不良ノズルに分類されなかったノズル１２５について着弾ずれがあるか否かを
判断する（ステップＳ４）。ステップＳ４においては、ステップＳ２における不良ノズル
判定における閾値（以下、「第１着弾ずれ閾値」という。）よりも小さい所定の閾値（以
下、「第２着弾ずれ閾値」という。）以上であるか否かを判断する。実際のインク液滴の
着弾位置が目標着弾位置と完全に一致することは、現実にはほとんどないことである。従
って、着弾ずれの大きさが許容範囲内、即ち第２着弾ずれ閾値未満であれば、着弾ずれ無
しと判断し、第２着弾ずれ閾値以上であれば、着弾ずれありと判断する。
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【０１０５】
　ステップＳ４で着弾ずれありと判断されたノズル１２５がある場合、当該ノズル１２５
について吐出タイミング補正の設定を行い（ステップＳ５）、続いて検査部２１２及び有
効部２１１にインクを塗布する（ステップＳ６）。
　ステップＳ４で着弾ずれノズル無しと判断された場合（ステップＳ４：ＮＯ）、ステッ
プＳ６に進んで検査部２１２及び有効部２１１にインクを塗布する。
【０１０６】
　そして、インク塗布後の検査部２１２を撮像装置１２３（図７参照）により撮影し、イ
ンク混合が発生しているか否かを検査する（ステップＳ７）。
　インク混合が発生している場合には（ステップＳ８：ＹＥＳ）、インク混合を引き起こ
したノズル１２５を特定して対応処理を行い（ステップＳ９）、全塗布基板２００に対し
てインク塗布が終了したか否かを判定する（ステップＳ１０）。ここで、インク塗布対象
の塗布基板２００の枚数は、ロットごとの製造予定枚数であってもよいし、ノズル再現性
検査及び着弾ずれ検査の間隔に基づいて決定された枚数であってもよいし、インク交換そ
の他のメンテナンス作業の間隔に基づいて決定された枚数であってもよい。
【０１０７】
　ステップＳ８で、インク混合が発生していない場合には（ステップＳ８：ＮＯ）、全塗
布基板２００に対してインク塗布が終了したか否かを判定する（ステップＳ１０）。
　全塗布基板２００に対してインク塗布が終了した場合には（ステップＳ１０：ＹＥＳ）
、インク塗布工程を終了する。
　全塗布基板２００に対してインク塗布が終了していない場合には（ステップＳ１０：Ｎ
Ｏ）、ステップＳ６に戻り、次の塗布基板２００の検査部２１２及び有効部２１１にイン
クを塗布する。以降、ステップＳ１０で全塗布基板２００に対してインク塗布が終了した
と判定されるまで、ステップＳ６からステップＳ１０を繰り返す。
【０１０８】
　以上説明したように、本実施形態におけるインク塗布工程では、インク混合検査を枚葉
行い、インク混合が検出されると、インク混合を引き起こしたノズル１２５を特定し、対
応処理を行う。これにより、インク混合を引き起こすようになったノズル１２５が、その
まま使用され続けることを防ぐことができる。
　また、検査部２１２における距離Ｅ２は、有効部２１１における距離Ｅ１よりも小さく
設定されているため、有効部２１１よりも検査部２１２の方が、よりインク混合が発生し
やすくなっている。従って、検査部２１２でインク混合が発生した時点でその原因となっ
たノズル１２５を特定して対応処理を行うことにより、有効部２１１でのインク混合を未
然に防ぐことができる。
【０１０９】
　上記フローチャートにおいては、ステップＳ６からステップＳ１０が量産工程であり、
ステップＳ１からステップＳ５は、量産工程の前のメンテナンス工程である。
　なお、ステップＳ１０で全塗布基板２００に対してインク塗布が終了したと判定された
場合、フローを終了せずに、ステップＳ１に戻り、メンテナンス工程（ステップＳ１～Ｓ
５）を行った後、量産工程（ステップＳ６～ステップＳ１０）に移って次のバッチの塗布
基板２００にインク塗布を行ってもよい。
【０１１０】
　なお、実施形態１に係る図１２のフローチャートに示すインク塗布工程は、例えば、撮
像装置１２３（図７参照）が、ノズルヘッド１２２（図７参照）と分離して設けられ、そ
れぞれ別々に移動可能な構成の場合に、検査部２１２のインク混合検査を行っている間に
、有効部２１１に対してインクを塗布することができ、製造効率の面からより効果的であ
る。
【０１１１】
　また、検査部２１２のインク混合検査でインク混合が検出されても、当該インク混合を
引き起こしたノズル１２５（図９）は、同一塗布基板２００の有効部２１１へのインク塗
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布にそのまま使用されることになる。しかしながら、この場合であっても、有効部２１１
よりも検査部２１２の方が、インク混合が発生しやすい構成となっているため、同一塗布
基板２００の有効部２１１でインク混合が即座に発生する確率は十分に低い。
【０１１２】
　＜実施形態２＞
　実施形態１に係る塗布基板２００では、有効部２１１と検査部２１２とで、副画素ピッ
チが異なっていた。しかしこれに限られない。以下、実施形態２に係る塗布基板３００に
ついて説明する。なお、実施形態１の説明に記載されたものと同じものについては、同じ
符号を付して説明を簡略化又は省略する。
【０１１３】
　実施形態２に係る塗布基板３００では、有効部と検査部とで、副画素ピッチは同じであ
る。
　図１３（ａ）は、実施形態２に係る塗布基板３００の検査部３１２における塗布予定領
域１５ａにインクが塗布される場合の模式断面図である。なお、塗布基板３００の有効部
は、実施形態１に係る有効部２１１（図１１（ａ）参照）と同じであり、即ち、図１３（
ａ）に示す実施形態２に係る検査部３１２と同じ構成である。塗布基板３００の検査部３
１２の副画素ピッチＰ１は、実施形態１に係る塗布基板２００の副画素ピッチＰ１と同じ
である。
【０１１４】
　実施形態１では、狙いのインク液滴着弾位置Ｔは、塗布予定領域１５ａの開口の中心で
あった。実施形態２では、塗布予定領域１５ａの開口の中心をＴ０とすると、Ｔ０からＸ
軸方向に距離Ｏｓオフセットした位置Ｔ１が、検査部３１２における狙いのインク液滴着
弾位置である。これにより、オフセットＯｓの分だけ狙いのインク液滴着弾位置Ｔ１から
隣接する塗布予定領域１５ａの縁までの距離が短くなる。ここで、実施形態２においても
、有効部における狙いのインク液滴着弾位置は、塗布予定領域１５ａの開口の中心Ｔ０で
あるので、有効部よりも検査部の方が、インク混合が発生しやすくなる。
【０１１５】
　このように、実施形態２に係る塗布基板３００によると、有効部と検査部とで副画素ピ
ッチが同じであるため、隔壁１５を形成する際に、有効部と検査部とで同じマスクを使用
することができ、製造が容易である。そして、実施形態１と同様に、インク混合の発生を
未然に防ぐことができる。
　なお、オフセットの方向は、Ｘ軸に沿った何れの方向であってもよいが、全てのノズル
１２５についてオフセットの方向が揃っている方が好ましい。例えば、隣り合う２つの塗
布予定領域１５ａに吐出されたインク液滴のオフセットの方向が逆であって、互いに近づ
く方向である場合には、インク混合がより発生しやすくなり、互いに遠ざかる方向である
場合には、インク混合がより発生しにくくなる。このように、オフセットの向きが揃って
いない場合には、インク混合の発生を未然に防ぐという目的が適正に達成できなくなる可
能性がある。
【０１１６】
　また、検査部３１２において、インク液滴吐出は複数回（例えば、１０回）行われるが
、オフセットの方向を変えて複数回ずつインク液滴吐出を行ってもよい。着弾位置がオフ
セットとは反対側にずれている場合には、本来であればインク混合を発生させる大きさの
ずれであるにもかかわらず、インク混合が発生しないために、対応処理が必要なノズルと
して検出されない虞がある。オフセットの方向を変えて複数回インク液滴の吐出を行うこ
とにより、上記の場合であっても検出することができる。
【０１１７】
　＜実施形態３＞
　図１３（ｂ）は、実施形態３に係る塗布基板４００の検査部４１２における塗布予定領
域１５ａにインクが塗布される場合の模式断面図である。なお、実施形態１及び実施形態
２の説明に記載されたものと同じものについては、同じ符号を付して説明を簡略化又は省
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略する。また、塗布基板４００の有効部は、実施形態１に係る有効部２１１（図１１（ａ
）参照）と同じ構成である。
【０１１８】
　塗布基板４００の検査部３１２においては、塗布予定領域１５ａの開口幅Ｇ１は、実施
形態１に係る検査部２１２及び実施形態２に係る検査部３１２の塗布予定領域１５ａの開
口幅Ｇ１と同じである。しかし、隔壁４１５の幅Ｗ２は、実施形態１に係る検査部２１２
及び実施形態２に係る検査部３１２の隔壁１５の幅Ｗ１よりも小さい。従って、検査部４
１２の副画素ピッチＰ３は、副画素ピッチＰ１よりも小さい。これにより、検査部４１２
における目標着弾位置Ｔから隣接する塗布予定領域１５ａの縁までの距離Ｅ３は、有効部
における目標着弾位置Ｔから隣接する塗布予定領域１５ａの縁までの距離Ｅ１（図１１（
ａ）参照）よりも小さくなっている。これにより、実施形態３に係る塗布基板４００にお
いても、有効部よりも検査部の方が、インク混合が発生しやすくなっている。従って、塗
布基板４００によっても、実施形態１及び２と同様に、インク混合の発生を未然に防ぐこ
とができる。
【０１１９】
　＜変形例＞
　以上、本開示の一態様として、実施形態１、２、３に基づいて説明したが、本開示は、
その本質的な特徴的構成要素を除き、以上の説明に何ら限定を受けるものではない。以下
では、本開示の他の態様例として、塗布基板の変形例及びインク塗布工程の変形例を説明
する。なお、以下において、実施形態１、２、３の説明に記載されたものと同じものにつ
いては、同じ符号を付して説明を簡略化又は省略する。
【０１２０】
　（１）図１４（ａ）は、変形例１に係る塗布基板５００の模式平面図である。塗布基板
５００は、有効部２１１及び検査部５１２を有し、有効部２１１と検査部５１２とは、Ｘ
軸方向に並んで配列されている。検査部５１２は、検査部分５１２ａ、５１２ｂ、５１２
ｃを有する。検査部分５１２ａ、５１２ｂ、５１２ｃは、Ｘ軸方向に並んで配列されてい
る。
【０１２１】
　検査部分５１２ａ、５１２ｂ、５１２ｃには、それぞれ異なるインクが塗布される。例
えば、検査部分５１２ａの塗布予定領域１５ａには、正孔輸送層１６Ａの材料を含むイン
クが塗布され、検査部分５１２ｂの塗布予定領域１５ａには、有機発光材料を含むインク
が塗布される。検査部分５１２ｃの塗布予定領域１５ａには、例えば、インターレイヤー
をインクジェットによる塗布法で形成する場合には、インターレイヤーの材料を含むイン
クが塗布される。
【０１２２】
　このように、変形例１に係る塗布基板５００は、複数の検査部分を有しているので、複
数種類の層をインクジェットによる塗布法で形成する場合に、それぞれの層の材料を含む
インクを、別々の検査部分に塗布することができる。例えば、検査部が複数の検査部分を
有さず、１つの検査部に複数種類の層を重ねて形成する場合、下の層に生じたインク混合
の上に次の層が形成され、画像解析において、下の層のインク混合が透けて見え、上の層
にインク混合が生じていると誤って判断される虞がある。変形例１に係る塗布基板５００
によると、そのようなご判断のリスクを低減し、より精度高くインク混合を防止すること
ができる。
【０１２３】
　（２）図１４（ｂ）は、変形例２に係る塗布基板６００の模式平面図である。塗布基板
６００は、有効部２１１及び検査部６１２を有し、有効部２１１と検査部６１２とは、Ｘ
軸方向に並んで配列されている。検査部６１２は、検査部分６１２ａ及び６１２ｂを有す
る。検査部分６１２ａ及び６１２ｂは、Ｘ軸方向に並んで配列されている。検査部分６１
２ａは、検査部分６１２ｂよりも、インク混合がより発生しやすく設定されている。例え
ば、検査部分６１２ａでは、検査部分６１２ｂよりも副画素ピッチが小さく設定されてい



(25) JP 2018-92788 A 2018.6.14

10

20

30

40

50

る。これにより、インク混合の発生しやすさを複数段階で設定することができ、インク混
合が発生した場合に、段階によって異なる対応処理を行うことができる。例えば、検査部
分６１２ａでインク混合が発生し、検査部分６１２ｂではインク部分が発生していない場
合には、インク混合発生の原因の特定を行わずに、一律に不使用設定の対応処理を行い、
検査部分６１２ｂでインク混合が発生した場合には、インク混合発生の原因が何であった
のかを特定し、特定された原因に応じた対応処理を行ってもよい。
【０１２４】
　また、隔壁の幅を変えることによって、或いは、オフセットＯｓの大きさを変えること
によって、上記インク混合の発生しやすさを複数段階で変えてもよい。
　さらに、インクによって濡れ広がりの大きさｓやインク液滴の半径ｒが異なる場合、即
ち、機能性材料の種類によって又は溶媒の種類によって濡れ広がりの大きさｓやインク液
滴の半径ｒが異なる場合、それぞれのインクに応じて、副画素ピッチ、隔壁幅、オフセッ
トＯｓを変えてもよい。
【０１２５】
　（３）図１２のフローチャートに示す実施形態１に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法
におけるインク塗布工程では、検査部２１２と有効部２１１にインクを塗布した後に、検
査部２１２に対しインク混合検査を行う方法について説明した。この場合、インク混合が
発生し、対応処理がなされても、それが適用されるのは、次の塗布基板からである。即ち
、検査部２１２にインク混合が発生した同一塗布基板の有効部２１１に対するインク塗布
には、対応処理前のノズルが使用されている。
【０１２６】
　変形例３では、検査部にのみインク塗布を行った後にインク混合検査を行い、インク混
合が発生した場合には、対応処理を行ってから、同一塗布基板の有効部に対しインク塗布
を行う。
　図１５は、変形例３に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法におけるインク塗布工程を示
すフローチャートである。図１２のフローチャートと同じ内容のステップには、同一の符
号を付し、説明を省略する。なお、ここでは、実施形態１の塗布基板２００を用いた場合
を例に説明する。
【０１２７】
　ステップＳ１からステップＳ４は、図１２のフローチャートと同じであるので、ここで
は、説明を省略する。
　ステップＳ５で吐出タイミング補正を行った後、検査部２１２の塗布予定領域１５ａに
、インクを塗布する（ステップＳ２１）。
　ステップＳ４で、着弾ずれノズル無しと判断された場合（ステップＳ４：ＮＯ）、ステ
ップＳ２１に進んで検査部２１２にインクを塗布する。
【０１２８】
　ステップＳ７からステップＳ９は、図１２のフローチャートと同じであるので、ここで
は、説明を省略する。
　ステップＳ９で、対応処理を行った後、有効部２１１の塗布予定領域１５ａにインクを
塗布する（ステップＳ２２）。
　ステップＳ８で、インク混合が発生していない場合には（ステップＳ８：ＮＯ）、有効
部２１１の塗布予定領域１５ａにインクを塗布する（ステップＳ２２）。
【０１２９】
　ステップＳ２２で有効部２１１に対してインクを塗布した後、全塗布基板２００に対し
てインク塗布が終了したか否かを判定する（ステップＳ１０）。
　全塗布基板２００に対してインク塗布が終了した場合には（ステップＳ１０：ＹＥＳ）
、インク塗布工程を終了する。
　全塗布基板２００に対してインク塗布が終了していない場合には（ステップＳ１０：Ｎ
Ｏ）、ステップＳ２１に戻り、次の塗布基板２００の検査部２１２にインクを塗布する。
以降、ステップＳ１０で全塗布基板２００に対してインク塗布が終了したと判定されるま
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で、ステップＳ２１からステップＳ１０を繰り返す。
【０１３０】
　本変形例のインク塗布工程によると、１枚の塗布基板２００にインクを塗布する際に、
先ず検査部２１２にのみインクを塗布してインク混合検査を行い、インク混合が発生して
いれば、対応処理を行ってから同一塗布基板２００の有効部２１１に対しインクを塗布す
る。従って、インク混合を引き起こしたノズル１２５（図９参照）に対して即座に対応処
理がなされることとなり、製品として使用される有効部２１１に対するインク塗布の際に
、対応処理がされないままのノズル１２５が使用されることがない。これにより、インク
混合による不良品の発生を、より確実に防ぐことができる。
【０１３１】
　（４）上記各実施形態および各変形例では、塗布基板２００のインク混合検査を枚葉行
う構成について説明したが、これに限られない。例えば、塗布基板２００のインク混合検
査を、数枚ごとに行ってもよい。この場合であっても、検査部は有効部よりもインク混合
が発生しやすい構成となっているため、インク塗布を数枚行う間に有効部でインク混合が
発生する確率は十分に低く、インク混合の発生を十分に抑制することができる。
【０１３２】
　（５）上記各実施形態及び各変形例では、塗布基板２００がラインバンクを有する場合
について説明したが、これに限られず、本開示の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造
方法及び塗布基板の構成は、ピクセルバンクにも適用可能である。
　（６）実施形態１では、パネル１０の製造方法において、インクジェット法、すなわち
複数のノズル１２５による塗布予定領域１５ａへのインク塗布によって形成した機能層は
、正孔輸送層１６Ａ、有機発光層１６Ｂであったが、当該機能層はこれに限られない。パ
ネル１０の製造方法においては、少なくとも一つの機能層が、インクジェット法により形
成されればよく、当該機能層は、有機発光層、正孔・電子注入層、正孔・電子輸送層、正
孔・電子阻止層、バッファ層などのいずれであってもよい。また、インクジェット法によ
り形成する機能層は、副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢごとに一つであってもよいし三つ以
上であってもよい。例えば、当該機能層を正孔輸送層及び有機発光層の一方のみとし、他
方は乾式プロセスを用いて形成してもよい。この際、乾式プロセスで形成する機能層の形
状は任意であって、例えば、副画素ごと又は塗布予定領域ごとに独立して形成されてもよ
いし、複数の副画素又は複数の塗布予定領域に共有されるように形成されてもよい。また
、例えば、当該機能層を有機発光層１６Ｂのみとし、正孔輸送層１６Ａは形成しない構成
であってもよい。さらに、例えば、正孔注入層１３や電子輸送層１７が湿式プロセスを用
いて塗布予定領域１５ａに形成される構成であってもよい。
【０１３３】
　（７）パネル１０の製造方法では、副画素列ＬＲ、ＬＧ、ＬＢに、それぞれ赤色、緑色
、青色に発光する有機発光材料を含む有機発光層１６Ｂを形成する３色塗り分け方式を採
用したが、フルカラーの対応方法はこれに限られない。例えば、副画素列ＬＲ、ＬＧ及び
ＬＢに青色に発光する有機発光材料を含む有機発光層を形成し、その上方に、蛍光層など
の波長変換層を配置して、副画素列ＬＲでは青色の発光を赤色に、副画素列ＬＧでは青色
の発光を緑色に変換する波長変換方式を採用してもよい。また、例えば、上記において波
長変換層の代わりにカラーフィルタ層を配置してもよい。
【０１３４】
　（８）上記各実施形態及び各変形例では、塗布基板は、その上面を長方形状としたが、
これに限定されず、例えば、三角形、正方形、五角形などの多角形、円形、楕円形、また
はこれらを組み合わせた形状であってもよい。また、有効部並びに検査部及び検査部分の
形状についても、同様である。さらには、１枚の塗布基板に含まれる有効部並びに検査部
及び検査部分の個数及び配置についても、上記各実施形態及び各変形例に示された個数及
び配置に限られない。
【０１３５】
　（９）実施形態１に係るパネル１０では、赤色、緑色、青色にそれぞれ発光する副画素
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ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢが配列されていたが、副画素の組み合わせはこれに限られず、例
えば赤１色や、赤色、緑色、青色及び黄色の４色であってもよい。また、一つの画素Ｐに
おいて、副画素は１色あたり１個に限られず、例えば青色の副画素ＳＰＢが２つなど、各
色の副画素が複数配置されてもよい。また、画素Ｐにおける副画素の配列は、赤色、緑色
、青色の順番に限られず、これらを入れ替えた順番であってもよい。
【０１３６】
　（１０）実施形態１に係るパネル１０では、第１電極１２を陽極、第２電極１８を陰極
としたが、これに限られず、第１電極を陰極、第２電極を陽極とする逆構造であってもよ
い。
　（１１）実施形態１に係るパネル１０では、塗布予定領域１５ａに、有機ＥＬ素子を形
成したが、一部において、第２電極１８が有する抵抗成分による電圧降下の影響を低減す
るためのバスバー（補助電極）を形成してもよい。
【０１３７】
　（１２）実施形態１に係るパネル１０は、トップエミッション型かつアクティブマトリ
クス方式の有機ＥＬ表示パネルとしたが、これに限られず、例えばボトムエミッション型
又はパッシブマトリクス方式を採用してもよい。
　（１３）上記各実施形態及び各変形例における有機ＥＬ表示パネルの製造方法における
インク塗布工程を、有機ＥＬ表示パネルの製造方法におけるインクジェット装置のノズル
検査方法として実施することもできる。
【産業上の利用可能性】
【０１３８】
　本開示に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法、有機ＥＬ表示パネル製造用基板、及び有
機ＥＬ表示パネルの検査方法は、テレビ、パーソナルコンピュータ、携帯端末、業務用デ
ィスプレイなど様々な電子機器に用いられる表示パネルの製造方法として広く利用するこ
とができる。
【符号の説明】
【０１３９】
　１０　有機ＥＬ表示パネル
　１１　基板
　１２　第１電極（電極）
　１５、４１５　隔壁
　１５ａ　塗布領域
　１２５　ノズル
　２００、３００、４００、５００、６００　塗布基板
　２１１　有効部
　２１２、３１２、４１２、５１２、６１２　検査部
　２２２　インク液滴
　５１２ａ、５１２ｂ、５１２ｃ、６１２ａ、６１２ｂ　検査部分
　Ｔ、Ｔ０　目標着弾位置
　副画素ピッチ　Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３
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